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Ａｉｒ ＢＰ事業の譲渡及び特別利益発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年５月 21 日開催の取締役会において、平成 26 年６月 1日をもって、当社のＡｉｒ Ｂ

Ｐ事業をソルーシア・インク（本社：米国ミズーリ州）に譲渡することについて決議いたしましたので、

以下のとおりお知らせいたします。 

また、本事業譲渡に伴い、特別利益が発生する見込みとなりましたので、合わせてお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１． 事業譲渡の理由 

当社はビーピー・ピーエルシーのグループ企業であるビーピー ルブリカンツ ユーエスエー イ

ンク（本社：米国ニュージャージー州）が製造するガスタービンエンジンオイル“ＢＰ Ｔｕｒｂ

ｏ Ｏｉｌ”を輸入し国内販売してまいりました。 

この度ビーピー・ピーエルシーが、イーストマン ケミカル カンパニーの子会社であるソルー

シア インクへＡｉｒ ＢＰ事業の売却を決定いたしました。ソルーシア インクは日本にソルー

シア ジャパンという子会社を所有しております。 

ビーピー・ピーエルシーのＡｉｒ ＢＰ事業売却の発表を受け、当社は当該事業に関する様々

な選択肢を検討しながら、ソルーシア インクと交渉を行いました。その結果、当社としては当該

事業を譲渡することが企業価値の向上につながると同時に、経営資源を中核の自動車用潤滑油事

業に経営資源を集中させることができると判断し、ソルーシア インクへ事業譲渡することといた

しました。 

 

２． 事業譲渡の概要 

（１） 事業部門の内容 

航空機用のガスタービンエンジンオイルの輸入および国内販売 

 

（２） 譲渡事業の平成 25 年 12 月期における経営成績 

 対象事業（ａ） 当社全体（ｂ） 比率（ａ/ｂ） 

売上高 379 百万円 13,377 百万円 2.8％ 

売上総利益 155 百万円 6,464 百万円 2.3％ 

営業利益 128 百万円 2,566 百万円 4.9％ 

経常利益 118 百万円 2,562 百万円 4.6％ 
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（３） 譲渡する資産、負債の項目及び金額（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

棚卸資産 76 百万円 － －

合 計 76 百万円 合 計 －

（注）棚卸資産は、事業譲渡契約締結後に、同契約に基づきソルーシア・インクの国内法人であ

るソルーシア・ジャパン株式会社（東京都港区）に売却いたします。 

 

（４） 譲渡価額及び決済方法 

譲渡価額は 7.96 百万ドル（平成 26 年５月 21 日の三菱東京ＵＦＪ銀行のＴＴＭレート 101.31

円で換算して 806 百万円）であり、全額現金にて契約締結後速やかに決済の予定です。 

 

３． 事業譲渡先の概要（平成 25 年 12 月 31 日現在） 

（１）名 称 ソルーシア インク 

（２）所 在 地 
アメリカ ミズーリ州セントルイス メリービルセンタードライブ

575 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 D.A.ゴールデン 

（４）事 業 内 容  化学品・機能材料の製造·販売 

（５）設 立 年 月 日 1997 年 4 月１日 

（６）大株主及び持株比率 

イーストマン ケミカル カンパニー 73.43% 

イーストマン ケミカル リミテッド 6.93% 

イーストマン インターナショナル ホールディングス インク

19.64% 

（７）上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係  

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引関係 該当事項はありません 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません 

注）1.資本金、純資産および総資産については、ソルーシア インクが未公開としているため

記載しておりません。 

2.棚卸資産の売却先であるソルーシア・ジャパン株式会社との間に、資本関係・人的関係・

取引関係・関連当事者への該当状況について、それぞれ該当事項はありません。 

 

４． 日程 

取 締 役 会 決 議  平成 26 年度５月 21 日 

事業譲渡契約書締結日  平成 26 年度６月１日（予定） 

事 業 譲 渡 期 日  平成 26 年度６月 1日（予定） 

※本事業譲渡は会社法第 467 条第１項第２号の規定に基づき、当社株主総会の決議を要しない

簡易手続きとなります。 

 

５． 会計処理の概要 

平成 26 年 12 月期 第２四半期において、本事業の譲渡益 7.96 百万ドル（平成 26 年５月 21 日

の三菱東京ＵＦＪ銀行のＴＴＭレート 101.31 円で換算して 806 百万円）に、平成 26 年６月１日

時点における棚卸資産の売却差損益を加えた金額を、特別利益に計上する見込みであります。 

  



 

６． 事業の譲渡価格算定について 

譲渡価格の決定に際しては、当社及び譲渡先と利害関係のない独立した第三者機関であるデロ

イト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社に算定を委託いたしました。当該評価

額を基にソルーシア インクと交渉し、譲渡価格に合意したものであります。 

 

７． 今後の見通し 

業績に対する今後の見通しにつきましては、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

 

以上 


